
様式第二号の十二 (第八条の十七の二関係)

(第 ユ画)

特別少葺理産業廃葉物処理計画書

令和 6年  5月  23日

長崎県角I事 大石 賢吾 殿

電話番号

長崎県諫早市民津町17し作 |

有調工業株式会社

代表取締役社長 有園一納

(0957)25-1588

廃葉物の処理及び清掃に関する法律第 12条の2第 i8項の規定に基づき、特別管理産業廃葉物の

滅量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

所

名

者出

住

民

提

憔

・

事 業 〕易 の 名 称

事 業 場 の 膨i在 地

有田工業株式会社

長崎県諫早市貝津町1769-l

2024年 4月 と|ヨ ～2025年-3月 31日

①事 業 の 種 類

②事 業 の 規 模

溶融亜鉛めっき

資本金 5000万

④特別管理産業廃棄物
の二連の処理の工程

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

委託処理

鉄鉱原料として再禾l用

(日 本産業規格



(第 2面)

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

特別管理産業廃葉物の種類 廃塩酸

つI 出 量 407t t

① 現状 (これまでに実施した取組)

濃度グラフを用いた濃度管理

実績報告による塩酸消費に対する意識改革

【目標】

特別管理産業廃葉物の種類 廃塩酸

排  出  量 400t t

②計画 (今後実施する予定の取組)

亜鉛剥ぎ(再めっき削減

廃塩酸の濃度管理による廃酸削減

特別管理産業魔葉物の分別に関する事項

(分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

①現状

(今後分別する予定の特男l

る取組)

②計画

理産業廃棄物の種類及



(第 3面 )

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類 廃塩酸

自ら再生利用を行った

特別管理産業廃莱物の量
Ot t

① 現状
(これまでに実施した取組)

【目標】

特別管理産業廃葉物の種類 廃塩酸

自ら つ
Ot t

・②計画
(今後実施する予定の取組)

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

特別管理芝業廃葉物の種類 廃塩酸

自ら熱回収を行った

特別管理産業廃菜物の量
Ot t

① 現状
自ら中間処理により減量した

Ot t

(これまでに実施した取組)

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃塩酸

自ら 回収を行う
Ot t

ら り る
Ot t

②計画

(今後実施する予定の取組)



(第 4面 )

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の蓬頚 廃塩酸

① 現状

自 ら埋 立 処 分
を 行 つ た Ot t

(これまでに実施した取組)

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 廃塩酸

自 ら埋 分

②計画
を  行   う Ot t

(今後実施する予定の取組)

特別管理産業魔葉物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

特別管理産業廃票助の種類 廃塩酸

全 処 理 萎 託 量 407t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
407t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熟回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(こ れまでに実施した取組)

濃度グラフを用いた濃度管理
実績報告による塩酸消費に対する意識改革



(第 5面 )

②計画

【目標】

特別管理産業廃葉物の種類 廃塩酸

全 処 理 委 託 量 400t t

400t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

亜鉛剥ぎ(再めっき削減

廃塩酸の濃度管理による廃酸削減

電子情報処理組織の使用
に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物

排   出   量

(ポリ強化ピフェエル廃棄物を除く日)

407t

(今後実施する予定の取組等)

現状電子マユフェストを利用している

新たな処理委託先を探す場合は電子マニフェストに対応した処理業

者を選定する。

※事務処理オ岡



(第 6面 )

備考

1 前年度の特別管理産業廃素物の発生量が50ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 80日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項どの相は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(3)②補には、製造業の場合における製造品出荷類 (前年度実績)1建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績と記入すること.

(O④襴には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入するこ

と。

4 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃葉物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量とi自 ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。

5 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の襴には、特別管理産業廃葉物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなつた産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること.

6 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の|いHには、特別管理産業廃葉物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令 (以下,『令」という。)第 6条の14第 2号に該当する者)への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。         1
7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃菜物の全発生量

(ポ リ塩化ビフェニル廃棄物 (令第2条の4第 5号イからハまでに掲げるものをいう。)を除くり)

を記入すること□その量が50ト ン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する

取組等 (情報処理センターヘの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則第8条の31の 4に該当するときは、その旨及び理由を含む。)について記入すること。

8 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に『男吐紙のと

おり」と記入し、当該柵に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

1開に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの柵に記入すべき事項がな

いときは、「一」を記入すること。

9 ※欄は記入しないこと。



廃塩酸液 処理委託

処理委託廃塩酸液

脱  脂

水  洗

水  洗

フラックス処理

め つ き

冷   却

仕上 。検査

下水道放流

白 鋪 防 止

試   験

溶融亜鉛めっき_E程廃棄物発生フロー

苛性ソーダ水溶液を用いる。

塩酸を用いるa

塩化亜鉛アンモニウム溶波を用いる。

廃水処理工程ヘ

廃水処理工程へ

廃水処理工程ヘ

廃水処理工程ヘ

アクリル系樹脂塗料を使用する。

廃
水
処
理
工
程

」IS―H-2107蒸 留亜鉛地金 l種又は同等メ上の品質を

有する亜鉛地金を使用する。

めつき試験 (JIS―H-0401)を 行う。



様式第二号の十三 (第人条の十七の二関係)

1面)

提出者

住 所 長崎県諌早市永昌東町24番 1持

氏 名 独立行政法人地域医療機能推進瞬侮

諌早総合病院 院長 長郷 区I彦

電話番号 0957-22-1380

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の 2第 10項の規定に基づき(特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

特別管理産業廃棄物処理計画書

令和 6年 5月 28日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

独立行政法人地域医療機能推進機構 諌早総合病院事 業 場 の 名 称

長崎県諫早市永昌東町24番 1号事 業 場 の 所 在 地

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

令不H7年 3月 31日

①事 業 の 種 類

②事 業 の 規 模 323床

感染!陛廃棄物→焼却→管理型埋立

83 医療業

⑨従 業 員 数

計 画 期 間 令不日6年 4月 1日  から

④特別管理産業廃棄物
の一連の処理の工程

醇綿
蝉

'Ⅲ

ⅢI・  _|



(第 2面 )

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特】Ⅲ管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

排   出  量 112,067t t

① 現状 (こ れまでに実施した取組)

…院内管理規程に基づき、感染性廃棄物と非感染性廃棄物の徹底 し

た分別を行 う。

【目標】

幣別管理産業廃巽物の種類 感染性廃棄物

排  出  量 118.Ot t

②計画
(今後実施する予定の取組)

・院内管理規程に基づき、感染性廃棄物と非感染性廃棄物の徹底し

た分別を行う。

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

(分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

①現状

②計画
る取組)

別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関す



(第 3面 )

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った

特別管理産業廃棄物の量
t t

① 現状
(これまでに実施した取組)

【目標】

特BI管理産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に る事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃葉物の種類

自ら熱回収を行つた
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量
t t

(こ れまでに実施した醐

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

自ら熱回収を 9
t t

②計画
自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量
t t

(今後実施する予定の取組)



(第 4面)

自ら行う特別管理産業廃葉物の埋立処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

待別管理産業廃棄物の種類

① 現状

自 ら埋 立 処 分

を 行  っ た t t

(これまでに実施 した取組)

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

ら 埋 立 処 分

②計画
を  行   う

特別管理産業廃棄物の量

t t

(今後実施する予定の取組)

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃葉物

全 処 理 委 託 量 112,067t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
112.067t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

以外の

熱回収を行う業者への t t

処 理 委 託
(

(これまでに実施した取組 )



(第 5面)

②計画

【目標】

幣別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

全 処 理 委 託 量 113.Ot t

113.Ot t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

電子情報処理組繊の使用

に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物

排   出   量

郁)Alとピフェニ,レ廃棄物を除く。)

112,067t

(今後実施する予定の取組等)

・すでに導入済みです。

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入するこ

と。

4 「自ら行う特別管理産業廃葉物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃葉物の種

類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行つた特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及

び取組を記入すること。  i
5 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の襴には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。

6 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令 (以下「令」という。)第 6条の14第 2号に該当する者)への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量及ぴ認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行つている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。      1
7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量

(ポ ヅ塩化ビフェニル廃葉物 (令第2条の4第 5号イからハまでに掲げるものをいう。)を除く。)

を記入すること。その量が50ト ン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使用に関する

取組等 (情報処理センターヘの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則第 8条の31の 4に該当するときは、その旨及び理由を含む。)について記入すること。

8 それぞれの襴に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該頼に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃葉物の種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの襴に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。

9 ※襴は記入しないこと。



様式第二号の十三(第人条の十七の二関係)

(第 1面 )

特別管理産業廃乗物処理計画書

令不日6年  6月  30日

長崎県知事 殿

提出者

住 所  福岡県糟屋郡粕屋町長者原西4-■駕

氏 名        社会医療法人 青洲会

理事長 中村 幹夫

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号     092-938-0345

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の2第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 青洲会病院

事 業 場 の 所 在 地 長崎県平戸市由平町山内免 612-4

計  画 '期  間 令和 6年 4月 1日 から令不日7年 3月 31日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 大分類 :医療・福祉 中分類 :医療業

② 事 業 の 規 模 病床数 :188床

③ 従 業 員 数 230人 (常勤)45人 (非常勤)

④特別管理産業廃棄物
の一連の処理の工程

青洲会病院 委託処理

(中間処理・焼去Π)

(日 本産業規格 A列 4番)



(第 2面 )

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

特別管理産業廃乗物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (  令和5 年度)実績】

特別管理産業廃乗物の種類 感染性廃棄物

〕ト 出 ユ里 60t t

① 現状 (こ れまでに実施した取組)

消毒などの感染姑策の徹底。

【目標】

特別管理産業廃乗物の種類 感染性廃棄物

排   出  量 40t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

感染性廃棄物のため、クラスター発生に伴い、量が多くなってい

る。

消毒の徹底など、感染対策を行い、廃棄物を減らすよう努力する。

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

(分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

①現状

(今後分別する予定の特男

る取組)

②計画

の種類及び分別に関す



(第 3面 )

自ら行 う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (  令和5 年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

自ら再生利用を行つた

特別管理産業廃棄物の量
Ot t

① 現状
(こ れまでに実施した取組)

これまでに、当院で再生利用を実施したことはない。

【目標】感染性廃棄物

特別管理産業廃乗物の種類 感染性廃棄物

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量
Ot t

②計画
(今後実施する予定の取組)

引続き再生利用する予定はない。

自ら行 う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (  令和5 年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

自ら熱回収を行つた

特別管理産業廃棄物の量
Ot t

① 現状
自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃乗物の量
Ot t

(こ れまでに実施した取組)

これまでに(当院で熱回収を実施したことはない。

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

自ら熱回収を行う

特別管理産業廃棄物の量
Ot t

②計画
自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量
Ot t

(今後実施する予定の取組)

引続き熱回収する予定はない。



(第 4面)

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

【前年度 (  令和5 年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

① 現状

自 ら埋 立 処 分

を 行  つ た

特別管理産業廃棄物の量

Ot t

(こ れまでに実施した取組)

これまでに、当院で埋立処分又は海洋投入処分を実施したことはな

い 。

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

自 ら埋 立 処 分

を  行   う

特別管理産業廃棄物の量

Ot t

②計画

(今後実施する予定の取組)

引続き埋立処分又は海洋投入処分する予定はない。

特別管理産業廃乗物の処理の委託に関する事項

【前年度 (  令和5 年度)実績】

特別管理産業廃乗物の種類 感染性廃棄物

全 処 理 委 託 量 60t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
60t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
Ot t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
Ot t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への Ot t

処 理 委 託

(これまでに実施した取組)

県外の優良産業廃棄物処理業者へ処理を委託している。



(第 5面 )

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

全 処 理 委 託 量 60t t

60t t

Ot t

Ot t

Ot t

(今後実施する予定の取組)

引き続き優良産業廃棄物処理業者へ処理を委託する。

電子情報処理組織の使用

に関する事項

【前年度 (  令和5 年度)実績】

特別管理産業廃棄物

拶F   出   量

(ポ )塩化ビフェニル廃乗物を除く0)

60t

(今後実施する予定の取組等)

現在、電子マ手フエス ト使用中。

※事務処理欄



(第 6面)

備考

1 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応 じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程 (当 該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入するこ

と。

4 「自ら行 う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃乗物の種

類ごとに、自ら中間処理を行 うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃棄物の量と、自ら中問処理を行 うことにようて減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。

5 「自ら行 う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には(特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行 うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなつた産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。

6 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、企処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令 (以下 「令」という。)第 6条の14第 2号に該当する者)への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15

条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。

7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の企発生量

(ポ リ塩化ビフェニル廃棄物 (令第 2条の4第 5号イからハまでに掲げるものをいう。)を除く。)

を記入すること。その量が50ト ン以上の者にあつては、今後の電子情報処理組織の使用に関する

取組等 (情報処理センターヘの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則第 8条の31の 4に該当するときは、その旨及び理由を含む。)について記入すること。

8 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。

9 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の十三 (第人条の十七の二関係)

(第 1面 )

‐
特別管理産業廃棄物処理計画書

令和 6年 6月  29日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所 長崎県諫早市津久葉町1883-43

氏 名 ノニーセミコンタドクタマニュファクチャリンク
Sl材

'長崎テクノロデーセンタ中

長崎TEC長 石川 良光

電話番号 0957-22-7111

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の2第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング 爛

長崎テクノロジーセンタ‐

事 業 場 の 所 在 地 長崎県諫早市津久葉町1883-43

計 画 期 間 2023年 4月 1日 ～2024年3月 31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 半導体素子製造業

② 事 業 の 規 模 ウェーハ生産枚数 :120万枚

③ 従 業 員 数 5,000名

④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程
別紙-1参照

(日 本産業規格 A列 4番)



(第 2面)

特別管理産業廃乗物の処理に係る管理体制に関する事項

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類 別紙-3参 照

排  出  量 別紙-3参 照 t

① 現状 (これまィでに実施した取組)

別紙-3参 照

【目標】

特別管理産業廃棄物の種′煩 別紙-3参 照

排   出  量 別紙-3参 照 t

②計画 (今後実施する予定の取組)

別紙-3参 照

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

。特別管理産業廃棄物については、4種類 (廃油、廃酸、廃アル

カリ、感染性廃棄物)に分別している。
・製造ラインから排出される廃液については、廃液の特性を活かし

た社内での有効利用を図る為に廃液系統の細分化を行つている。

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関す

る取組)

・産業廃棄物として排出している物について、有価物化を図つて

いくために、市場のニーズにあつた分別を調査し検討していく。

《有価売却可能な物質の単独回収》

②計画



(第 3面)

自ら行 う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類 別紙-3参 照

自ら再生利用を行つた

特男1管理産業廃乗物の量
別紙-3参 照 t

① 現状
(これまでに実施 した取組 )

別紙-3参 照

【目標】

特別管理産業廃乗物の種類 別紙-3参 照

自ら再生利用を行う

特男1管理産業廃棄物の量
別紙-3参 照 t

②計画

(今後実施する予定の取組)

別紙-3参 照

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類 別紙-3参 照

自ら熱回収を行つた

特別管理産業廃棄物の量
別紙-3参 照 t

自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量
① 現状 別紙-3参 照 t

(こ れまでに実施 した取組 )

別紙-3参 照

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 別紙二 3参照

自ら熱回収を行う

特男1管理産業廃棄物の量
別紙-3参 照 t

②計画
自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量
別紙-3参 照 t

(今後実施する予定の取組)

別紙-3参 照



(第 4面 )

自ら行 う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類 別紙-3参 照

① 現状

自 ら埋 立 処 分

を 行  つ た

特男1管理産業廃棄物の量

別紙-3参 照 t

(こ れまでに実施 した取組 )

別紙-3参 照

【目標】

特別管理産業廃乗物の種類 別紙-3参 照

自 ら埋 立 処 分

を  行   う

特月1管理産業廃棄物の量

別紙-3参 照 t

②計画

(今後実施する予定の取組)

別紙-3参 照

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類 別紙-4参 照

全 処 理 委 託 量 別紙-4参 照 t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
別紙-4参 照 t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
別紙■4参照 t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
別紙-4参 照 t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者べの

処 理 委 託 量

別紙二4参照 t

(こ れまでに実施した取組)

別紙-4参 照



(第 5面 )

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類 別紙-4参 照

全 処 理 委 託 量 別紙-4参 照 t

別紙-4参 照 t

別紙-4参 照 t

別紙-4参 照 t

別紙-4参 照 t

(今後実施する予定の取組)

別紙-4参 照

電子情報処理組織の使用

に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物

排   出   量

(ポ )lilと ビフェニル廃栗物を除く。)

9950.Ot

(今後実施する予定の取組等)

電子マニフェス トカ日入済み

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従うて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了

するまでの一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入するこ

と。

4 「自ら行 う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃乗物の種

類ごとに、自ら中間処理を行 うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産

業廃乗物の量と、自ら中間処理を行 うことによつて減量した量について、前年度の実績、目標及

び取組を記入すること。

5 「自ら行 う特別管理産業廃乗物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種

類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行 うことにより特別管理産業廃棄

物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。

6 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令 (以下 「令」という。)第 6条の14第 2号に該当する者)への処理委託量、

処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設

置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取

組を記入すること。

7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物σ)全発生量

(ポ リ塩化ビフェ■ル廃棄物 (令第 2条の4第 5号イからハまでに掲げるものをいう。)を除く。)

を記入すること。その量が50ト ン以上の者にあつては、今後の電子情報処理組織の使用に関する

取組等 (情報処理センターヘの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則第 8条の31の 4に該当するときは、その旨及び理由を含む。)について記入すること。

8 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業

廃棄物の種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該

欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がな

いときは、「―」を記入すること。

9 ※欄は記入しないこと。



別組-1廃 棄物処理フロー (第一事業所 )

発生源 廃棄物分類

純水

排水

→ 廃葉物処理の流れ 委託処理範囲

処 理 日処 分

※有価物 ※助燃剤

※助燃剤

原料化 ※有価物

※カロリー抑制剤

※有価物

※中和処理後の汚泥

埋立処分

セメント原料無機性汚泥汚泥脱水施設無機性汚泥排水処理設備

金属回収

プラスチック原料

埋立処分 (管理型)

焼却施設

洗浄液に利用

燃え殻 (残潜 )

焼却施設

燃料化

焼却施設

中和処理

焼却施設

破砕 B分別施設

プラスチック原料化

破砕 H分別施設

廃プラスチック

金属くず

ガラスくず

廃油

廃アルカリ

廃酸

純水製造設備

製造工程

堆月巴化有機性汚泥汚泥脱水施設有機性汚泥下水処理水再利用設備

路盤材化溶融処理

水銀 Bガラスロ金属回収

燃え殻 (残潜 )焼却施設

破砕日蒸留施設

一般可燃ごみ

廃蛍光灯

事務所

埋立処分 (管理型 )燃え殻 (残湾 )焼却施設感染性廃棄物診療所



剛I組-1廃 葵物処理フロー (第二事 業所 )

発生源 廃棄物分類

純水

排水

※排気中のIPA成分回収

→ 廃棄物処理の流れ 委託処理範囲

処 理 日処 分

※有価物 ※助燃剤

※助燃剤

燃料化

※カロリー抑制剤

※有価物

※有価物

※中和処理後の汚泥

焼却施設廃アルカリ

埋立処分

金属回収

セメント原料

埋立処分(管理型)

プラスチック原料

焼却施設

洗浄液に利用

燃え殻(残潜)

無機性汚泥

焼却施設

原料化

中和処理

焼却施設

破砕・分別施設

破砕 日分別施設

プラスチック原料化

汚泥脱水施設

ガラスくず

金属くず

廃プラスチック

無機性汚泥

廃油

廃酸

廃 ,由 (IPA)

純水製造設備

排水処理設備

排気設備

製造工程

路盤材化

水銀ロガラスB金属回収

溶融処理燃え殻 (残湾 )焼却施設

破砕・蒸留施設廃蛍光灯

一般可燃ごみ

事務所



SSEM東浦大分白石

蔵王

山形鹿児島

事務局 :EHS企画推進部 長崎安全環境課

長崎TEC
環境会議

SSEM

事務局 :EHS企画推進部 安全環境課

EMS推進責任者 :EHS企画推進部長

東 ,甫白石

蔵王

SCK環境会議

山形

事務局 :EHS企画推進部 安全環境課

熊本

GM2025芋佳進 P]

鹿児島長崎TEC
GM2025
推進 PJ

月噺氏-2

PM:製造部門長

事務局 :EHS企画推進部 長崎安全環境課

【活動内容】

①GHG(温室効果ガス)"F出量削減

②廃棄物排出量削減

③水使用量削減

④VOC(揮発il生有機化合物)〕 F出量削減

PM I EHS企画推進部長

議長 :代表取締役

議長 :TEC長

内部環境監査員

法定管理者

・公害防止続括者および代理者

・公害防止管理者および代理者(大気)

・公害防止管理者および代理者(水質)

・水質管理責任者

・特別管理廃棄物管理責任者

寺井 光彦

・エイ、ルギー管理者

熊本

環境推進ブロック



月1紙-3

自ら行う特別管理産業廃葉物の
埋立処分に関する事項

自ら埋立処分を行つた
特別管理産業廃葉物の量

計画 (目 標 )

2024と
=狙

藍

0

0

0

0

0

現状 (実績 )

2023年 度

0

0

0

0

0

自ら行う特別管理産業廃葉物の
中間処理に関する事項

自ら中間処理により
減量した特別管理産業

廃棄物の量

計画 (目 標 )

2024年度

0

0

0: 0

0: 0

0: 0

現状 (実績 )

2023年 度

0

自ら熱回収を行つた
特別管理産業廃葉物

の量

計画 (目標 )

2024と F庁二

0

0

0

0: 0

0

現状 (実績 )

2023年度

0

0

0

0

自ら行う特別管理産業
廃棄物の再生利用に

関する事項

自ら再生利用を行つた
特別管理産業廃棄物

の量

計画 (目 標 )

2024年度

0

0

0

0: 0

0

現状 (実績 )

2023年 度

0

0

0

0

特別管理産業廃棄物の
排出の抑制に関する事項

排出量

計画 (目 標 )

2024年 度

3,937.5

7,197.5

193.8

0.0: 0.0

9,950.0: 11,328.8

・廃涸、廃既、廃アル
カリについては社内で

有効利用し、社外へ

の排出を抑制してい

る。
・環境マネジメントシス

テムに基づく改善活

動において、薬品等
の投入量削減などを
行い、排出量の抑制
を図つている。

・楽品等の段人重同J

減を継続し実施してい

く。
,産業廃棄物から有
価物への移行を更に

検討していく。
と廃液処理方法変更
による廃液削減

現状 (実績 )

2023年 度

3,453.3

6,321.5

170.2

単

位

t

t

t

t

t

取組み内容

産業廃棄物
の種類

燃えやすい廃油

pH2.O以下の廃酸

pH12.5以上の廃アルカリ

感染性廃棄物

合 計



月11低-4

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

認定熱回収業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

計画 (目標 )

2024年度

712.0

01 0.0

193.8

0: 0.0

795.5: 905`8

【2024年度に予定している取組み】

・再生または熱回収業者への委託を継続して実施していく。
・産業廃棄物から有価物への移行を継続して検討していく。

現状 (実績 )

2023と F遍藍

625.3

170.2

認定熱回収業者
への処理委託量

計画 (目 標 )

2024年 度

0

0: 0

0

0

0

現状 (実績 )

2023年 度

0

0

0

0

再生利用業者
への処理委託量

計画 (目 標 )

2024年 度

3,225.6

7,197.5

3.7

0.0

10,426.8

現状(実績)

2023と手握藍

2,833.0

6,321.5

3.2

0

9,157.7

【2023年 度に実施した取組み】

・処理委託については、ほぼ100%を再生または熱回収として継続利用
できている。

優良認定処理業者
への処理委託量

計画 (目標 )

2024年 度

3,61216

1,043.4

190.1

0.0

4,851.1

現状 (実績)

2023年 度

3,172.9

920`8

167.0

0

4,260.6

全処理委託量

計画 (目 標 )

2024年 度

3,937.5

6,321.5: 7,197.5

193.8

0.0

11,328.8

現状 (実績 )

2023年度

3,458.3

170.2

0.0

9,950.0

単

位

t

t

t

t

t

取組み内容

産業廃棄物
の種類

燃えやすい廃油

pH2.0以下の廃酸

pH12.5以 上の廃アルカリ

感染性廃棄物

合 計



様式第二号の人 (第人条の四の五関係 )

(第 1面)

産業廃棄物処理計画書

年  月  日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所 長崎県大村市久原 2丁目1001-1

氏 名 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター

院長 高山 隼人

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0957-52-3121

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター

事 業 場 の 所 在 地 長崎県大村市久原 2丁 目1001-1

計 画 期 間 令不日5年 4月 1日 ～令和 6年 3月 31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 83 医療業

② 事 業 の 規 模 643床

③ 従 業 員 数 1293人

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

1.事業場にて廃棄物発生

2.収集・運搬委託業者が回収及び処理委託先へ運搬

(積み替え保管あり)

3.処理委託業者が中間処理 (焼却)を行 う

4.処理委託業者が最終処理 (埋立)を行 う

(日 本産業規格 A列 4番)



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

排
・

出  量 340.081t t

① 現状 (こ れまでに実施 した取組)

分別の徹底。

【目標】

産業廃乗物の種類 感染性廃棄物

排  出  量 340.081t t

② 計画 (今後実施する予定の取組)

これまで同様分別の徹底に努める。

産業廃棄物の分別に関する事項

(分別 している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

①現状

②計画
(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行つた
t t

① 現状
産業廃 物の量

(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
t t

② 計画

(今後実施する予定の取組)

自ら行う産業廃乗物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行つた
t t

産 廃棄物の量

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃乗物の量
t t

(これまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
t t

② 計画
自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
t t

(今後実施する予定の取組)



(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

t t

① 現状

(こ れまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃乗物の量

t t

② 計画

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 感染性廃乗物

全 処 理 委 託 量 340!081t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)



(第 5面)

②
´
計画

【目標】

産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

全 処 理 委 託 量 340.081t t

t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の醐

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃乗物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項Jの欄は、以下に従つて記入する

こと。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績 )、 建設業の場合における元請

完成工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ

事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま

での一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自

ら中間処理を行 うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、

自ら中間処理を行 うことによつて減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入

すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃乗物の種類ごとに、全処理委

H毛量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託

量、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認

定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収

を行つている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入する

こと。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙

、 のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入 した別紙を添付すること。また、産業

廃棄物の種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、

当譲欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること6ま た、それぞれの欄に記入すべき

事項がないときは、「二」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の十二 (第八条の十七の二関係)

(第 1面 )

(法人にあっては、名称及びfミ表者の氏名)

電話番号 0957-26-600と

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の 2第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出しますc         (

特別管理産業廃棄物処理計画書

令和 6年 5月 24日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

所 長崎県諌蹄 が入宋町 Jミ軋 背 
―

名 ミカロームエ楽称式食れ

代表k旅マ役枠表牧  宏

者出

住

氏

提

ミカコームエ業株式会社 諫早工場事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

令和 7年 3月 81日  (1年 間 )令禾日6年 4月 主日計 画 期 間

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

③ 従 業 員 数

加圧脱水スラッジ化薬剤処理クロム系排水

産廃業者へ中間処理委託社内貯蔵

ニッケル系排水

オー,ヽ

゛
レイ(鉛)系排水

めっき老廃液

固形廃棄物

(酸化,逃元,中不動 ※社内中F,司 処理
④特別管理産業廃棄物

の一連の処理の工程

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

一一一・　．．．．ヽ

fプ

(日 本産業規格

差



(第 2面 )

生産管理課長

廃水処理担当責任者

生産 2係

(担当者 )

生産 1係

(樋当者 )

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(管理体制図)

統括責任者 ;松尾 章文

責任者 ;川 日 覚之

特別管理産業廃棄物の子デト出の抑制に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

時別管理産業廃棄物の種類

排   出  量

(これまでに実施した取組)

① 現状

特別管理産業廃棄物の発生源となる電気めっき工程途中

製品付着処理液を処理1増上で水洗にて除去し、榊外への

持ち出しを減少させ、排出濃度の低減と排出量の抑制を

図つた。

【目標】

群別管理産業廃棄物の種類

排   出   量

②計画 (今後実施する予定の取組)

現行処置の継続る。尚、新規取組計画なし。

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別にF,目する取組)

各種廃棄物の種類毎に称識別した専用の容器を所定の

位置に配置し、排出元の管理者主導による分別状態の適正化

を確認管理している。

(今後分別する予定の特別

る取組)

棄物の種類及び分かとに関す

②計画
現行処置を継続。新規取組計画無し。



(第 3面 )

自ら行う特別管理産業廃棄物 l‐ノ)再生利用に関する事項

【前年度 (令不E5年度)実績】

特別管理産業廃棄″ィカの種類

自ら再生利用を行った

特別管理産業廃棄物の量
① 現状

(これ′までに実施した取組)

【目援喘

特別管理産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

②計画
特 の量

(今後実施する予定の取組)

自ら行う特房ll管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

特号1管理産業廃棄ll勿の種類 Cr系 めっき洗浄水

自ら熱回収を行った

特別管テ望産業廃棄物の量

① 現状
自ら中間処理拒より滅量した

特号1管 の量

(これまでに実施した取組)

めっき後、製品に付着した処理液を4曹上で水洗希釈した後

4曹外で更に水洗希釈することで処理液濃度を下げ処理量を

少なくし、社内処理 (薬剤処理→加圧脱本 )にて産廃処理

依頼スラッジ量を減量した。

【目標】

特別管理産業廃棄lttlの 種類 Cr系 めっき洗浄水

自ら熱回収を行う

特別管理産業廃棄物の量

②計画
自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量

(今後実施する予定の取組)

現行処置を継続。新規取組無し。



(第 4曲
~)

【前年度 (令和 5年度)実績】

持別管理産業廃棄物の種類

自 ら埋 立 処 分

を 行  っ た

特別管理産業廃棄物の量① 現状

(これまでに実施した取組)

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 埋 立 処 分

を   行   う

特別管理産業廃棄物の量

(今後実施する予定の取組)

②計画

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

特別管理産業廃棄物の処理の委話に関する事項

【前年度 (令不E5年度)実績】

特

'1管

理産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

① 現】犬
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

(こ れまでに実施した取組)

各種廃棄物の処理対応可能業者を選定し、社内で発生する

廃棄物全ての処理処分を当該業者へ委託した。

又、収集運搬に関しても同様に専門業者へ全面依頼した。



(第 5面 )

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

(今後実施する予定の取組)

現行処置を継続。新規取組計画無し。

電子情報処理組織の使用
に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

特別管理産業廃棄物

づF   出   量

(ポリ筑化ビフェコ′廃棄物を除く。)

43.01t

(今後実施する予定の取組等)

2020年 4月 に加入した電子マニフエスト(JWNET)の
適時活用。

※事務処理欄



<特 別管理産業廃葉物の排出の抑制に関する事項 (第2面の別紙 )>

<特 別管理産業廃葉物の処理の委託に関する事項 (第4,5面の別紙 )>

項 目
廃酸(有害 ) 強酸(有害 ) 汚泥(有害 ) 汚泥

現状(実績) 計画(目 標) 現状(実績) 計画(目 標) 現状(実績) 計画(目 標) 現状(実績 ) 計画(目 標)

排出量 29.55 30.00 5.90 15.00 7.56 20.00 0.00 0.00

項 目
廃酸(有害 ) 強酸(有害 ) 汚泥(有害 ) 汚 泥

現状(実績 ) 計画(目 標) 現状(実績) 計画(目 標) 現状(実績) 計画(目 標) 現状(実績 ) 計画(目 標)

全処理委託量 29.55 30.00 5.90 15.00 7.56 2000 0.00 0.00

優良認定処理業者への

処理委託量  . 0.00 0.00 5.90 15.00 7.56 20.00 0.00 0.00

再生利用業者への

処理委託量
29,55 30.00 0,00 000 0.00 000 0.00 000

認定熱回収業者への
処理委託量

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 000 0.00

(単位 iton)



様式第二号の十二 (第八条の十七の二関係)

(第 1面 )

提出者

住 所 長崎県評 ″機 、笞 5番地47

氏 名 ミカロー八丑来梯パ会性

代源私絆俊れ長 牧 宏
(法人にあって醐 及び代表者σ

電話番号 0957-26-6001

廃棄物の処}Jと 及び清掃に関する法律第 12条の 2第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の

減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

特別管理産業廃棄物処理計画書

令和 6年 5月 16日

長崎県知事 大石 費吾 殿

事 業 場 の 名 称 ミカロームエ業株式会社 長崎工場

事 業 場 の 所 在 地 長崎県諫早市津久葉町 5番地 47

令海 7年 8月 31日  (1年間 )令不日6年 4月 1日計 画 期 間

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

クロム系,シアン系排水 ろ過 イオン交換通水

薬剤処理 加圧脱水スラッジ化酸,アルカリ汚水

産廃業者へ中間処理委託

フッ素系排水

めつき老廃液

置l形廃棄物 社内貯蔵

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

38名

金属製品製造業  〔24〕

製造品出荷額 7億 2631万 円

③ 従 業 員 数

(酸化,還元,中禾齢 ※社内中問処理④特別管理産業廃棄物
の一連の処理の工程

辞
f Ft i二 `::1

(日 本産業規格



(第 2面 )

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

特別管理産業廃棄物の排出の}幻制に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類

排   出  量

(これまでに実施した取組)

① 現状
特男暉管理産業廃棄物の発生源となる電気めつき工程途中

製品付着処理液を処理榊内で水洗にて除去しⅢ槽外への

持ち出しを減少させることと、一菩るの処理工程内に於いて

水洗榊を設置することで、排出濃度の低減と排出量の

抑制を図った。

【目標】

讐材1管理産業廃棄物の種類

排   出  量

②計画 (今後実施する予定の取組)

現行処置の継統及び、水洗槽の有効活用を促進する。

新規取組計画なし。

特》1管理産業廃棄物の分丹1に関する事項

①現状

(分別している特別管理産業廃棄物の種壊及び分別に関する取組)

各種廃棄物の種類毎に名称識別した専用の容器を所定の

位置に配置し、排出元の管理者主導による分別状態の適正化

を確認管理している。

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及

関する取組)

現行処置を継続。新規取組計画無し。
② 計画

び分別に



(第 3面 )

【自t年度 (令和 5年度)実績】

特別管1里産業廃棄物の種類

自ら再生利濡を行った

特別管理産業廃棄物の量
① 現状

(こ れまでに実施した取組)

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

泡ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

(今後実施する予定の取組)

【前年度 (令和 5年度)実績】

特別管理産業廃棄V冴の種類 Cr・ CN系 めっき洗浄水

自ら熱回収を行った

特別管理産業廃棄物の量

自ら中閣処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量

(こ れまでに実施した取組)

めつき後、製品に付着した処理旗を槽外での二次水洗或いは、

水洗榊内で希釈することで処理液濃度を下げ処理量を少なくし、

社内処理 (ろ 過→イオン交換通水→楽剤処理→加圧脱水)にて

産廃処理依頼スラッジ量を減量した。

① 現状

②計画

【目標】

特冴!管理産業廃素物の種類 Cr・ CN系めっき洗浄水

自ら熱回収を行う

特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量②計画

自ら行 う特別 の中間処理に関する事項

(今後実施する予定の取組)

現行処置を継続。新規取組無し。



(第 4面 )

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類

① 現状

自 ら 埋 立 処 分

を 行  っ た

特別管理産業廃棄物の量

(これまでに実施した取組)

【目標】

狩別管テ聾産業廃棄物の種類

自 ら 理 立 処 分

を   行   う
②計画 ↓管理産業廃乗物の量

(今後実施する予定の取組)

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

特別管理産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

再生不こ用業者への

処 理 委 託 量

① 現状
認定熱回収業者へ●

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

(これまでに実施した取組)

各種廃棄物の処理対応可能業者を選定し、社内で発生する

廃棄物全ての処理処分を当該業者へ委託した。

又、収集運搬に関しても同様に専門業者へ全画依頼した。



(第 5面 )

②計薗

【目標】

特】1管理産業蕊棄物の種類

全 処 チ電委 託 量

(今後実施する予定の取組)

現行処置を継続。新規取組計画無し。

電子情報処理組織の使用

に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

特別管理産業廃棄物

排   出   量

(ポ サ速化ピフエ競棄物を除く。)

199, 97t

(今後実施する予定の取組等)

2020年 4月 に力]入 した電子マニフェス ト(」 WNET)の
適時活用c

※事務処理欄



<特 別管理産業廃棄物処理計画における目標値 (第 1面の別紙 )>

0.00     0.00

0,00 000

000     000

0.00     000

000     0,00

0.00     0.00

0.00 1   0.00

0.00     0_00

0,00     0.00

0,00     000

強アルカリ

目楳 1実施状況

22.00     4.73

0.00     000

000     0,00

0.00     000

0.00     0.00

22.00 1   4.73

22.00     4.73

0_00     000

0.00     0.00

0.00     000

65_00   109.24

0.00    0.00

0_00     000

0.00    0,00

000     0,00

65.00   109.24

65.00   109_24

0.00     000

0.00 0.00

0_00 1   000

0.00    0.00

000     0_00

0,00    000

0.00     0,00

000 000

0.00     0.00

0.00    0.00

0.00     0,00

000     0.00

0,00    0.00

汚泥(有害 )

目標 1実施状況

5.60    3.44

000 000

0.00    0,00

0.00     0.00

0,00     0.00

5.50 1   3.44

5.50 3.44

0,00     0,00

000     0.00

0,00     0,00

強アルカリ(有害 )

目標  実施状況

0.00    4.73

0,00     0.00

000    000

0.00     0.00

0.00 000

0.00    4.73

0.00    4.73

0.00     0.00

0.00     0.00

0.00    0.00

廃アルカリ(有害 )

目標  実施状況

27.52 +  23.55

0.00     000

000    0.00

0,00     0.00

000    0,00

27.52   23.55

27.52    23.55

0.00    0.00

0,00     0.00

0.00     0.00

li鑢 絡 ,

酪    |・富 描 殺 寵

6.00   56.61

0.00    0,00

000    0.00

0.00     0.00

0.00     0.00

6,00   56.61

6.00   56.61

0.00     0_00

0.00     0.00

0.00    0.00

語吾 }

鋤

19.00    2.40

000     0.00

000     000

0.00    0.00

000    000

19.00    2.40

0.00    2.40

19.00     0_00

0.00     0.00

0.00     0.00

廃酸  〔 |

醇
項 目

排出量

自ら再生利用を行う
特別管理産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
特別管理産業廃棄物の量

自ら埋立処分を行う
特別管理産業廃棄物の量

全処理委託量

優良認定処理業者への
処理委託孟

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者への
処理委託量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への
処理委託量

iton



<特 別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 (第2面の別紙 )>

現状(実績〉1計画 (目 標)

0_00     0_60

強アルカリ

現状(実績)1計画(日 標)

4.73    16.00

現状(実績)計画(目 標)

109.24 1 133_51

現状(実績)計画(目 標)

α00    1_20

汚泥(有害 )

現状(実績)計画く目標)

3.44    5_51

強アルカリ(有害 )

現状(実績)計画(目 標)

0_00 1   0.00

廃アルカリ(有害 )

現状(実績)計画(目 標)

23_55 1  24.55

藝 脅諄羅事務
現状(実約 計画(目 標)

56_61     5.39

―
辮 弘

現状(実績)計画(目 標)

2.40   16_60

項 目

排出量

<特 別 理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 (第4,5面の別紙 )>

0_00     0.00

0.00     0_00

0_00      000

引火性廃油

現状(実績)計画(目 標)

0.00     0_60

0_00     0_60

0.00     0.00

強アルカリ

現状(実績)計画(目 標)

4.73    16_00

■73    16_00

0_00     0_00

0_00

0.00 1   0.00

強酸

現状(実績)許画(目 標)

109.24  133.51

109_24  133_51

0_00     0.00

0.00     0_000.00     0.00

000     000

廃油(有害 )

現状(実績〕計画(目 楳)

0.00    1.20

0_00    1_20

000     0_00

0.00     0.00

汚泥(有害 )

現状(実績)計画(日 標)

3.44    5.51

3.44    5.51

α00   α00

0.00     0.00

0.00     0.00

強アルカリ(有害 )

覗状(実縦)計画(目 標)

0_00     0.00

0,00     0.00

0,00     0_00

0.000.00

現状(実績)計画(目 標)

23_55    2455

23_55   24155

000     000

0.00     0,00

000     0.00

廃アルカリ(有害 〉

0.00     0_00

0.00     0.00

α00   0.00

強酸(有害 )

現状(実績)計画(目 標)

56_61     5_39

56_61     5.39

0.00     0_00

2.40    16_60

2.40    9.60

0.00     7_00

0.00     0.00

廃酸(有害 )

現状(実績)計画(目 標)

認定熱回収業者への

処理委託量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への

処理委託量

項 目

全処理委託量

優良認定処理業者への
処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

(単位 :ton)



様式第二号の十三(第八条の十七の二関係)

(第 1面 )

遷

出

軍 芭崎県大卒寸市雄ヶ原町1312腕 2

氏 名 SUMCO TECHXIV株式会 4生

代表取締役  宮地 政浮

電話番・号 0957-52-0067

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の2第 10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の減

量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

特別管理産業廃棄物処理計画書

令和6年 δ月上γ日

長崎県知事 殿

事 業 場 の 名 称 SUMCO TECHXIV株 式会ネ上 長崎事業所

長崎県大村市雄ケ原町1324番地2事 業 場 の 所 在 地

間計  画   期 令和6年4月 1日 ～令和7年3月 31日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類

資本金 100百万円②事 業 の 規 模

1,316名

別紙の通り

② 従 業 員 数

④特別管理産業廃棄物
の二連の処理の工程

24金属製品製造業

(半導体用シリコンウエーハの製造)

…66.28

(日 本工業規格 A列4番)



(第 2面 )

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度(令和 5年度)実績】別紙の通り

特別管理産業廃棄物の種類 全体

排  出  量 331.9t t

① 現状 (これまでに実施した取組 )

・廃酸の排水処理による廃棄物発生量の抑制
口材料の使用量削減による発生量の抑制

【目標】別紙の通り

特別管理産業廃棄物の種類 全体

排  出  量 329.lt t

②計画 (今後実施する予定の取組)

・汚泥発生量(含水率)の抑制

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

特になし

(今後分月1する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する

取組 )

特になし
②計画



(第 3面 )

自ら行う特別管理産業廃葉物の再生利用に関する事項

【前年度(令和5年度)実績】月1紙の通り

特別管理産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行つた
0.Ot t

① 現状
特 理産業廃棄物の量

(これまでに実施した取組 )

【目標】男1紙の通り

特別管理産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量
0.Ot t

②計画

(今後実施する予定の取組 )

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度(令和 5年度)実績】別紙の通り

特別管理産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行つた

特別管理産業廃棄物の量
0.01

① 現状
自ら中間処理により減量した

特別管理産業廃棄物の量
.0.Ot t

(これまでに実施した取組 )

【目標】別紙の通り

特別管理産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う

特別管理産業廃棄物の量
Ot t

②計画
自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量
Ot t

(今後実施する予定の取組)



(第4面 )

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

【前年度(令和 5年度)実績】別紙の通り

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら埋 立 処 分

を 行 つ た 0.()と t

① 現状
特別 の量

(これまでに実施した取組)

【目標】月1紙の通り

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら埋 立 処 分

を  行   う

特別管理産業廃棄物の量

0.Ot t

②計画

(今後実施する予定の取組)

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度(令和 5年度)実績】別紙の通り

特別管理産業廃棄物の種類 全体

全 処 理 委 託 量 350.8t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
262.lt t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
350.7t t

① 現状
認定隷回収業者への

処 理 委 託 量
Ot t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

Ot t

(これまでに実施した取組)

・再資源材料としての再利用



(第5面 )

②計画

【目標】男u紙の通り

特別管理産業廃棄物の種類 全体

全 処 理 委 託 量 329.lt t

275.Ot t

329.lt t

0.Ot t

0.Ot t

(今後実施する予定の取組)

・現状の取り組み継続推進
B汚泥排出量(含水率)の抑制

※事務処理欄



(第6面 )

備考

1 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には～日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額(前年度実績)、 建設業の場合における元請完成工事

高(前年度実績)、 医療機関の場合における病床数(前年度末時点)等の業種に応じ事業規模が分かる

ような前年度の実績を記入すること。

(3酬には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了する

までの一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項Jの欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行つた特別管理産業廃棄物の

量と、自ら中間処理を行うことitよつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入する

こと。

5「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごと

に、埋立処分した量を記入すること。なおi中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄物に該当しなく

なった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。

6「特別管理産業廃棄物の処弾の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、全

処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施行令第6条の14第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回

収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である

処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

7それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記

入し、当該欄に記入すへき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業廃棄物の種類が3

以上あるときはt前年度実績及び目標の欄に「月1紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記

入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記八すること。

8※欄は記入しないこと。



産業廃棄物の発生フロー
性l'B処 理

発生工程

単

結

品

加

エ

銃

面
加

工

,
キ

Ｈ

Ｇ

そ

の
他

工程、設備名項   目

洗浄〇

〇

Ｏ

Ｏ

Ｏ
・０

０

化研後洗浄

BSD後洗浄

鰭面半為

→F系酸排水

※Nl棟 、N4棟

の洗浄排水

一〇

〇

一
ロータリーエッチ

1ヒ I「

BOD系 酸排水

外部委託処理

O ジ,レト,レ 、ライトC「系酸排水

O 〇

一
洗浄

BSD後洗浄

載202系アルカリ

○

○ DSD後洗浄

諭 擁 為

○ はがし洗浄

ュvザ符ヰ為

COD系 アルカリ

BSD
搭 覇 工tF対

SS系ア Jレカリ
○

○

SS(中性 )
〇
一〇

外周研HJ

スうイス

スライス

面取り

ラップ

SS CODア ,レカリ

※N2、 N3、 N5棟

の加工排水

〇

一〇

一◇

Ч封用屋上Ｃ

一
C)

◇

一
○ WF用 屋上

○ NOx用 屋上

0 HF用屋上

NOx用 屋上O

○ ○ †寺ガス用

Ca添魚・凝集沈殿

Ca添加・凝集沈殿

中和処理・活性決吸着

濾過・脱水

中和還元

生物処理

(BOD除 去 )

中和還元活性炭分解

監視楢

凝集沈殿

中和処理

脱水機

(フイルタープレス)

遠心分離器

(デカンター)

○ As用

スクラバー緋水

※各椋のll'気処理

排水

④ O O ○ イオン交換樹脂純水再生排水 O

臆過機逆先排水 ○ O ○ て) (〕 前処 理用

一般緋水 O O 〇

一
(〕 ⑤ t) 全工程 一般llF水

(ウエス) O 外部委託処理

廃油 (潤 滑油等)
O O O 単結晶引上、他

廃油 (賠 付油スカイリキット
‐
,

峰 管 産 庭

〇

一
貼り付け

院,由 (WS,白・LP,由 ) スライス・ラップ

廃談 (ク EIム含有〉
〇

一
皓晶検査

廃フ・ラステツク類 O ○ O O O O 全工程

金属層 O 0 O O O O 全工程

ガラス

'母

〇
一

O O O O 全二程

木 層 〇 O O O 0 O 全工 T呈

感染性廃柔物(医療 )

l■管 産 I甚

〇
一

診療室

その他 O 0 0 O O 〇

一
全工程

社外処理

外部委託処理

フッ化カルシウム汚泥

Cr系 酸排水

スクラバー汚泥
(特管産廃 )

SS汚泥

外部委託処理

外部委託処理



特別管理産業廃棄物処理計画実施状況 (令和5年 )

認定黙Ⅲl収業者以外

の染回収を ?「 う来若
への処理委託 ■

0.0

0.0

00

0.0

0.0

0.0

0.0

0_0

0.0

0.0

認定熱怖I収 業者
への処Ⅲl委 託丘

0.0

0.0

0.0

0.0

0. 0

00

0.0

00

00

0,0

F好
′L利 用業者ヘ

の処JF養 。it lた

105.4

0.0

105,4

3.1

31

242.3

242.3

0.0

0.0

350,7

†4と 良認定処ォ呵と業者
へυ)処鼎委託 :た

105.4

00

105.4

00

0.0

156.6

156.6

0.0

0.1

262_1

仝処ヒ甲委口毛量

1054

0.0

105_4

3.1

3.1

242.3

242 3

0.0

0_1

350.8

白ら埋立処分又は
溝洋投入処分を行
う産業廃棄物量

0_0

0.0

0.0

0。 0

0_0

0.0

0.0

0.0

0.0

0_0

白ら中間処理
により減量じ
た産業廃葉物

量

0.0

00

0.0

0.0

0:0

0_0

0.0

0,0

0.0

0.0

白ら熱回収を行つ
た産業廃棄物量

Or 0

0.0

0.0

0.0

00

0.0

0.0

00

0.0

0.0

白ら,写 生不可用を行っ
た産業廃棄物量

0.0

0.0

0.0

0. 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

産業廃葉物
排‖1量

105.4

0.0

105,4

3.1

3.1

242.3

242.3

0.0

0.1

350.8

産業廃棄物
発生量の日標

(言「I申 |)

97.0

10

98.0

3.8

3. 8

230.0

280.0

0.0

0.1

331.9

廃葉物名

汚泥

その他

小計

貼付油廃液  他

′l＼ 計

ライ ト廃液

ア
lヽ「「

PCB廃素物 (変圧器)

感染惟廃葉物 (医療)

ヒ素含右

ほ引火点

六価クロム含布

汚泥

廃油

廃駿

SuMCO TECHXIV株式会社



特別管理産業廃棄物処理計画 (令和6年度)

認定熟阿収来者以外の
熱同収を行う業者への

処馳委託「ド

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

認定熱l「
ll収業者ヘ

の処テ■委託lll

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

「げJi千J川業若への

処理委託 ,と

105.0

1.0

106.0

3.0

3.0

220,0

220,0

0.0

01

329.1

授良認定処理業者
への処〕巳憂:書モ弔

105,0

1.0

105.0

0.0

0.0

170.0

170.0

0. 0

0.0

275.0

全処理委託
量

105.0

1.0

106.0

3.0

3.0

220.0

220.0

0.0

0。 1

329.1

自ら埋立処分又
は海洋投入処分
を行う産業廃棄

物量

0. 0

0.0

0.0

0 0

0.0

0:0

0.0

0.0

010

0 0

自ら中間処理
1と より減量し
た産業廃棄物

量

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 0

0,0

0.0

0.0

自ら熱回収を行っ
た産業廃棄物量

0. 0

0.0

0,0

0. 0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0. 0

自ら再生利用を
行った産業廃棄物

逮

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.ク 0

産業廃棄物
排出亀

105,0

1.0

106.0

3.0

3.0

22010

220,0

0.0

0,1

329。 1

産業廃棄物

発生量の目

標 (計画 )

103.0

1.0

1 0 6. 0

3.0

3.0

220.0

220.0

0.0

0.1

329.I

廃案物名

汚 泥

その他 汚
湿

小 計

貼付油廃液 他

小 計

ライ ト廃液 他

小 計

PCと廃棄物 (ヨ ンデンサ)

感染性廃棄物 (医療)

計

ヒ素含宥

低引火点

六価クロム含有

汚 泥

廃泊

廃酸

sUMCO TECHXⅣ 株式会社


